
  平成 25年 9月 27日 

－１－ 

平成 25年 9月 27日 

 
 
 
 

   当行で公的年金をお受け取りのお客様へ 

「年金感謝プレゼント」を実施！ 
～ 「アクリルフォトフレーム」 または 「折り畳み傘ケース」をプレゼント ～ 

  京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、平成２５年１０月１日（火）から平成２６年４月

２４日（木）まで当行で年金をお受け取りのお客様へ「年金感謝プレゼント」を実施し

ますのでお知らせいたします。 

 日頃の感謝の気持ちを込めて、下記の対象となるお客様に「アクリルフォトフレーム」

または「折り畳み傘ケース」をプレゼントいたします。 

記 

「年金感謝プレゼント」の概要 

実施期間 
平成２５年１０月１日（火）～ 平成２６年４月２４日（木） 

     ※お客様のお生まれ月により、プレゼントのお渡し期間が異なります。 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ内容 

「アクリルフォトフレーム」または「折り畳み傘ケース」の 

いずれか１品をお選びいただけます。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊１．プレゼントは、お一人様１つとなります。 
 ２．２品ご用意しておりますが、ご希望の品が切れている場合はご容赦ください。 

※写真の傘は 

  プレゼントの対象 

  ではありません。 

  アクリルフォトフレーム 
～I Love Kyoto ポストカード入り～ 

    折り畳み傘ケース 
～濡れたままさっと収納できる便利グッズ ～ 

ま
た
は 



－２－ 

取扱店舗 全  店（ネットダイレクト支店、振込専用支店を除く） 

対象となる 

お客様 

① 既に公的年金（国民年金・厚生年金・共済年金）のお受け取りを当行にご指定
いただいており、下記「年金の支払対象月」においても引き続きお受け取りい

ただいているお客様 
※国民年金基金・厚生年金基金・企業年金連合会等の年金は対象外となります。 
  下記「お生まれ月」に応じて「引換券」をお送りいたしますので、

「お渡し期間」中にお取引店の窓口へお持ちください。 

② 下記「年金の支払対象月」に、公的年金を当行で初めてお受け取りいただいたお客様

（お受け取りの手続きをいただいた場合を含みます。） 

    お受取口座の通帳をお取引店の窓口へお持ちください。 

 

 

 
以 上 

年金の支払対象月 お生まれ月 
引換券の送付期 

（はがきで郵送いたします。） 
お渡し期間 

10月 
11月 平成25年 9月後半 平成25年10月1日（火）～28日（月） 

平成25年 8月 
12月 
 1月      10月後半 平成25年11月1日（金）～26日（火） 

平成25年10月 
 2月 
 3月      12月後半 平成26年 1月7日（火）～28日（火） 

 4月 
 5月 平成26年  1月後半 平成26年 2月3日（月）～25日（火） 

平成25年12月 
 6月 
 7月       2月後半 平成26年 3月3日（月）～25日（火） 

平成26年 2月 
 8月 
 9月       3月後半 平成26年 4月2日（水）～24日（木） 

 


